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質問回答書 

 

産技総研第153号 

令和６年12月２日 

 

入札関係業者様 

 

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所 

理事長 北森 武彦 

 

 

下記の入札案件に係る質問について、次のとおり回答します。 

 

記 

 

入札案件名 令和７年度海老名本部の電力購入 

質問内容 

別紙のとおり 

 

回答 

別紙のとおり 

 

 

入札事務担当者情報 

部署名 総務部経理課 

氏名 住倉 有希子 

電話番号 046-236-1500 内線 5016 

FAX 046-236-1525 

Eﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ om-keiri@kistec.jp 

 

 



別紙　

令和6年12月2日

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

№ 質 問 内 容 回 答

1

各施設の現在の電力供給会社及び現在の

計量日を教えてください。

電力供給会社は東京電力エナジーパートナー株式会社、計

量日は毎月1日です。

2

１日以外の場合は、年間の請求が13回、か

つ供給最終月のご請求が翌月、翌々月の２

回に分割されます。また料金の算定期間は計

量日から計量日の前日となります。ご了承い

ただけますでしょうか。

計量日は原則として毎月１日で想定しています。

3

各施設について、自動検針装置はついていま

すか。

設置されています。

4

各施設について、自家発補給電力の契約は

ありますか。ある場合は契約電力(kw)、使用

予定期間を教えてください。

自家発補給電力の契約はありません。

5

入札書に記載する日付は作成日でよろしい

でしょうか。

入札書提出期間内であれば特に指定はございません。

６

入札額の算定時の力率について､力率１０

０％で算定してよろしいでしょうか。(力率割

引を考慮する)

仕様書のとおりです。力率100％で算定してください。

7

内訳書・予定使用電力量の表を電子データ

（エクセル）でいただく事は可能ですか。

原則として入札公告等は全てPDF形式で公示しており、ご質

問のような個別対応は行っていません。なお、弊法人の指定

様式については、公開ホームページ「入札情報」、本件の「添

付資料」からワード形式でダウンロードが可能です。

8

内訳書は任意様式でも問題ないでしょうか？ 任意様式でも構いません。ただし、仕様に基づき積算項目を

詳細に記載して下さい。また、入札金額を算出する途中での

端数切捨等の端数処理は行わないでください。

9

入札金額の積算につきまして、基本料金及び

電力料金の単価は税込､税抜どちらになりま

すでしょうか。

入札金額内訳書に記載のとおり、税込金額で積算してくださ

い。

10

入札算定額の各計算過程における端数処

理について指定はありますか。

入札金額内訳書に記載のとおり、端数処理は行いません。

11

弊社は環境配慮の観点より、紙請求書につ

いては廃止､電子請求書でご対応は可能で

しょうか。

出納事務取扱規程第24条で「証拠書類は、原本に限る。」

と原本の提出を求めているため、WEBページに掲載される帳

票が原本という取り扱いであれば問題ありません。

質問・回答書「令和７年度海老名本部の電力購入」



別紙　

令和6年12月2日

地方独立行政法人神奈川県立産業技術総合研究所

№ 質 問 内 容 回 答

質問・回答書「令和７年度海老名本部の電力購入」

12

お客さまにはお客さま専用Webページにて請

求書を確認頂くことになりますが、問題ありま

せんでしょうか。（Webからダウンロード可

能）

11の回答を参照してください。

13

発行される請求書につきましてはすべて【税

込】単価の記載となりますが、ご了承いただけ

ますでしょうか。

問題ありません。

14

契約書に記載の契約単価も【税込】単価とさ

せていただきますがご了承いただけますでしょう

か。

問題ありません。

15

ダウンロード可能な請求書へは電子印がされ

ているため、請求担当者等の記載は対応して

おりません。ご了承いただけますでしょうか。

請求担当者等の記載を求めているのは請求内容について問

い合わせが生じた場合のためであるため、その対応が可能で

あれば問題ありません。

16

電子請求書の対応不可の需要家様へ特別

処置として紙請求書を発行した場合、請求

書の到着が使用月に対し翌月の15日前後と

なります。（長期連休時に20日頃になる可

能性がございます）ご承諾いただけますでしょ

うか。

11の回答を参照してください。

17

請求書の支払い期限は請求書受領後30日

以内に振込となります。（年度末でも同様）

弊社では供給施設内にご入居されている企

業様に対して個別に請求書を発行する事が

出来ません。ご了承いただけますでしょうか？

（自動販売機・施設内の売店等）

支払日は契約書(案)第11条第２項のとおりです。支払方

法については口座振替を想定しており、その他の方法につい

ては落札業者と別途協議します。

また、個別の請求書の発行は必要ありません。入居企業等

への請求は弊所側で行うため、所全体の請求書を１枚提出

してもらうこととなります。

18

毎月の請求書は各施設を１枚にまとめた一

括の請求書、または各施設につき１枚の請

求書発行方法のみとなりますが問題ございま

せんでしょうか。

1７の回答を参照してください。

19

複数施設のうち指定の施設のみを１枚にまと

めて発行するグループ請求書の発行には対応

できません。ご了承いただけますでしょうか。

１７の回答を参照してください。
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№ 質 問 内 容 回 答

質問・回答書「令和７年度海老名本部の電力購入」

20

弊社の請求書は、原則、Webサイト上で速

報版請求書翌月５営業日より順次掲載、

確定版請求書を翌月７営業日夕方より順

次掲載致します。※あくまでも順次掲載のた

め確約できるものではございません。

問題ありませんが、その場合、確定版ということがWEBサイト

上で分かるようにしてください。なお、請求書はPDF等でダウン

ロードできるようにしてください。

21

燃料費調整単価について弊社では請求金額

算出にあたり「みなし一般電気事業者」の燃

料調整費算出式、及びその算出式を用いた

燃料調整費単価を適用しております。ご了承

いただけますでしょうか。

覚書(案)第４条第１項のとおりです。

22

燃料費調整単価は東京電力エナジーパート

ナー様の算定諸元である「燃料費調整額＝

燃料費調整単価（ベーシックプラン）十市場

価格調整単価（ベーシックプラン）」を燃料

費調整単価に算出適用しております。ご了解

いただけますでしょうか。

覚書(案)第４条第１項のとおりです。

23

当該地域を管轄する電力会社（一般送配

電事業者を含む）による「制度変更」等の変

更が行われた場合、「世界情勢や金融・燃料

費変動によって入札時との状況の変化が発

生した」事により、協議に応じていただくことは

可能でしょうか。

この場合、契約書(案)第25条に基づき、協議に応じます。

24

契約開始時または供給期間中に契約電力

の変更希望及び予定はございますか

(500kW以上の協議制契約の場合)併せ

て、契約開始後の契約電力変更に関しまし

ては、管轄エリア電力会社様の承認が必要と

なりますため、ご希望に添えない場合がござい

ます。また、入札時の算定条件と異なることに

なるため、弊社からあわせて単価変更のご提

示と協議をご依頼する場合がございます。ご

了承ください。

契約電力の変更予定は原則として考えていませんが、契約

電力量を超過する場合は、契約書(案)第６条に基づき協

議したうえで対応いただきます。
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№ 質 問 内 容 回 答

質問・回答書「令和７年度海老名本部の電力購入」

25

契約電力が１施設で500kW以上（協議

制）の施設については、契約開始前に仕様

書記載の契約電力を超過した場合、仕様書

記載の契約電力での申込が一般送配電事

業者に却下される可能性がございます。その

場合は超過した契約電力でのご契約となりま

すが、ご了承いただけますでしょうか。

令和７年３月までに仕様書記載の契約電力を超えることは

ありません。

26

契約電力が１施設で500kW以上（協議

制）の施設について、今現在の契約電力と

直近１年間の最大需要電力の実績値をご

教示願います。

例：契約電力：〇〇ｋＷ　最大需要電力

実績:2024年１月　〇〇ｋＷ

仕様書及び仕様書の資料２のとおりです。

27

NO.26の質問にて記載いただいている契約

電力と仕様書に記載の契約電力に相違があ

る場合、仕様書の契約電力でのご契約が必

須となりますでしょうか。

今回の契約電力は、仕様書記載の電力となります。

28

電気利用者の利益保護の観点及び使用状

況等確認させていただくため、弊社が落札させ

ていただいた場合、「直近１年分の30分値

データ」をエクセルデータにてご提供をお願いし

ております。ご対応いただけますでしょうか。

対応可能ですが、現契約先に依頼する必要があるため、提

供までに３週間程度掛かります。

29

30分値データ等をお持ちでなく提供ができな

い方、落札時に「30分値データ取得について

の同意書」へご捺印・ご提出のご対応は可能

となりますでしょうか。

２８の回答を参照してください。

30

当該書面を提出いただくことにより広域機関

から弊社への貴施設30分値の広域機関より

提供いただくことが可能となりますが、こちらの

対応も難しいでしょうか。こちらも落札後の対

応となります。

２８の回答を参照してください。

31

施設において建築・増築にかかる移転はござ

いますか。

移転の予定はありません。
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№ 質 問 内 容 回 答

質問・回答書「令和７年度海老名本部の電力購入」

32

供給開始後期間中に引き込み位置の移設・

変更等、工事や設備工事（設置・撤去を含

む）のご予定はありますでしょうか。

例示いただいたような工事の予定はありません。

33

契約開始後に発生しました工事作業及び工

事申込に関しましては工事予定日２か月前

までに弊社と協議を行っていただくことをご了承

いただけますでしょうか。

３２の回答を参照してください。

工事が発生する場合があれば、協議について対応します。

34

開札結果について公開方法・範囲を教えてい

ただけますでしょうか。あるいは開札結果を開

札日(あるいは翌日)に電話かメール等でご連

絡をいただくことは可能でしょうか。

開札結果は、開札後速やかに応札された全ての業者に対し

て一斉に通知を行います。（入札担当者のＥメールアドレス

宛に「落札者決定通知書（ＰＤＦ形式）」を送付します）

併せて弊法人公開ホームページに「入札結果表」を掲載しま

す。「入札結果表」には応札された業者名・入札金額・落札

金額等を記載してありますので、そちらをご確認ください。

35

落札時、電力切替手続きにおいて、必要な

情報を確認したく、最新請求書１ヶ月分の写

しをご提出いただくことは可能ですか。

対応可能です。

36

弊社は立ち合いせず初度入札のみ参加し、

落札者が決まらず２回目以降の入札が行わ

れる場合は辞退させていただきたく考えており

ます。その場合の初度入札書提出時に二回

目入札の辞退届の提出をあらかじめする必要

はありますでしようか。辞退届が必要な場合の

様式等もご教示いただけますでしょうか。

２回目の入札の辞退届は再度入札書提出期間にご提出く

ださい。（令和６年12月25日午前８時30分から令和６

年12月26日午後５時00分まで）

辞退届は公開ホームページ「入札情報」、本件の「添付資

料」からワード形式でダウンロードが可能です。

37

現在の契約電力会社、契約種別をご教示

下さい。　例○○電力　業務用電力、高圧

電力等

契約電力会社：東京電力エナジーパートナー

契約種別：ベーシックプラン

38

予備電力のご契約はございますでしょうか。あ

る場合、予備電源と予備線のどちらになります

でしょうか。

仕様書記載のとおり、予備線の契約があります。

39

自家発補給電力の契約はございますでしょう

か。

４の回答を参照してください。
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№ 質 問 内 容 回 答

質問・回答書「令和７年度海老名本部の電力購入」

40

契約開始時または供給期間中に契約電力

の変更希望及び予定はございますか。

下記確認をお願い致します。

(500kW未満の実量制契約の場合)

直近請求書の契約電力を引き継がせて頂き

ます。

(500kW以上の協議制契約で契約電力を

増加予定の場合)⇒契約開始後の契約電

力変更に関しましては、管轄エリア電力会社

様の承認が必要となり書類の提出が必要とな

るため変更までにお時間を頂きます。　(落札

後別途弊社に申し出がない場合は直近の請

求書の契約電力を引き継がせて頂きますので

ご了承ください。)

(500kw以上の協議制契約で契約電力を

減少予定の場合)⇒契約開始後の契約電

力変更に関しましては、管轄エリア電力会社

様の承認が必要となり過去12か月分のデマ

ンド値が必要となり、変更まで時間を頂きま

す。　管轄エリア電力会社様の承認が得られ

ない場合は直近の請求書の契約電力となり

ます。　(落札後別途弊社に申し出がない場

合は直近の請求書の契約電力を引き継がせ

て頂きますのでご了承ください。)

24 の回答を参照してください。

41

協議制契約の場合契約電力変更を1年間

以内に複数回行う等、お客様起因にて供給

地点エリアの送配電事業者より違約金を請

求された場合は弊社より違約金相当分をご

請求させて頂きますがよろしいでしょうか。

24の回答を参照してください。
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質問・回答書「令和７年度海老名本部の電力購入」

42

請求書の表記(2025年〇月分)について、

【繰上検針の場合】

弊社の料金算定の都合上、2025年４月１

日から2025年４月30日まで使用した電気

料金は、2025年４月分電気料金としてご請

求することとなります。また、燃料費調整額の

適用は2025年４月分となります。これについ

て、経理上不都合はございませんか。

【分散検針の場合】

弊社の料金算定の都合上、2025年４月

18日から2025年５月17日まで使用した電

気料金は、2025年５月分電気料金としてご

請求することとなります。また、燃料費調整額

の適用は2025年5月分となります。これにつ

いて、経理上不都合はございませんか。

現契約は繰上検針が適用されています。

分散検針については、原則として想定していないため、詳細

は落札業者と協議します。

43

弊社では、入札時に管轄エリアのみなし小売

電気事業者が現在適用・実施している燃料

費等調整制度を前提とし単価設定を行つて

おります。弊社が落札した場合、入札時のみ

なし小売電力事業者の燃料費等調整制度

を契約期間中適用させて頂く事を前提として

おります。入札以降にみなし小売電気事業

者の燃料費等調整制度が変更された場合に

は全体の電気料金が入札時の料金に比べ大

きく変動する可能性があるため協議とさせて頂

きたいのですが問題ないでしょうか。

対応可能ですが、詳細は別途落札業者と協議します。

44

弊社の請求書は、原則、翌月10営業日迄

にWebサィト上で開示、15営業日迄に原本

の到着とし（請求書の原本郵送が必要な場

合に限る）、検針日から30日以内にお支払

いいただくこととし、年度末も同様の対応をい

ただいておりますがご了承いただけますでしよう

か。ご了承いただけない場合協議により決定

させていただきますが問題ございませんでしょう

か。

1７の回答を参照してください。
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№ 質 問 内 容 回 答

質問・回答書「令和７年度海老名本部の電力購入」

45

弊社は環境配慮の観点より、紙請求書につ

いては廃止、電子化へ移行しております。お

客さまにはお客さま専用Webページにて請求

書を確認頂くことになりますが、問題ありません

でしょうか。（Webからダウンロード可能）

11の回答を参照してください。

46

弊社が落札した場合、契約書や覚書につい

て協議させていただくことは可能でしょうか。ま

た、可能な場合、契約書にない細目的事項

に関しては弊社の電気需給約款に依拠する

形で締結させていただくことは可能でしょうか。

協議は可能ですが、入札時の仕様等と矛盾が生じるような

内容の場合は応じられません。

47

契約書の提出期限や、締結日の期限はござ

いますでしようか。契約内容確定後、社内決

裁・製本・押印・発送等のお時間を頂戴する

ことになるため、指定の日数がある場合そちら

の日程での提出ができかねる可能性がござい

ます。その場合、提出日の延長について協議

いただくことは可能でしょうか。

令和7年4月１日から供給開始としているため、令和7年３

月31日までに契約締結が必要です。

48

お支払いについては口座振替もしくは銀行振

込にてお願いしておりますが、どちらでのお支払

いになる見込みかご教示いただけますでしよう

か。また、分割請求や分割振込での対応は

必要になりますでしょうか。

口座振替を希望します。

分割請求や分割振込の対応は不要です。

49

入札書や事前確認書類の書類をPDFではな

く、ExcelやWordデータで頂くことは可能で

しょうか。

原則として入札公告等は全てPDF形式で公示しており、ご質

問のような個別対応は行っていません。なお、弊法人の指定

様式については、公開ホームページ「入札情報」、本件の「添

付資料」からワード形式でダウンロードが可能です。
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